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大仙市入札参加有資格者の等級格付に関する基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、大仙市入札契約資格等審査実施要綱第９条に規定する等級格付につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

（建設業者の等級格付の基準） 

第２条 建設業者の等級格付は、秋田県の等級格付を参考にし、市内業者及び準市内業者

（別に定める認定基準を満たす者）について行うものとする。ただし、大仙市外に本社

を置く者にあっては、別表第１で定める有資格技術者の保有基準を市内に設置する支店

又は営業所（以下「市内営業所」という。）毎に確認の上等級格付するものとする。 

２ 水道施設工事の格付は、前項の規定によるほか、水道法（昭和３２年法律第１７７号）

第１６条の２第１項の規定による指定を受けた大仙市指定給水装置工事事業者で、かつ、

次に掲げる者をすべて保有する市内業者及び準市内業者をＡに格付する。 

（１） 給水装置工事主任技術者 

（２） 給水装置工事配管技能者 

（３） 一般継手配水管技能者 

（４） 耐震継手配水管技能者 

３ 解体工事の格付は、次の各号のすべての要件を満たす市内業者及び準市内業者をＡに

格付する。 

（１） 解体工事業の建設業許可を受けている者 

（２） 自社又は大仙市内に本社を有する会社法（平成１７年法律第８６号）に定める

子会社において廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第１４条第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び同法第１４条第６項の規

定による産業廃棄物処分業の許可を受けている者 

（３） 解体工事施工技士を２名以上保有している者 

 

（建設コンサルタント業者等の等級格付の基準） 

第３条 建設コンサルタント業者等の等級格付は、秋田県の入札参加資格者名簿を参考に

し、市内業者及び準市内業者について行うものとし、業務区分に応じて次のとおりとす

る。なお、市内業者及び準市内業者の定義については、前条の規定について準用する。 

２ 測量業者の格付は、市内営業所に常勤する測量士または測量士補３名（うち測量士２

名以上）を１パーティとし、３パーティ以上有する者をＡ、２パーティ有する者をＢ、

１パーティ有する者をＣに格付する。 

３ 土木関係建設コンサルタント業者の格付は、測量業務の格付Ａ又はＢを有する者のう
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ち、次の区分により等級格付する。 

（１） 市内営業所に常勤する次のアからエまでのいずれかに該当する者を２名以上有

する者をＡに格付する。ただし、うち１名はアからウまでのいずれかに該当する

者でなければならない。 

ア 技術士 

イ 技術士と同程度の知識及び技術を有すると認定された技術者 

ウ RCCM（RCCM 資格試験に合格した者を含む） 

エ 農業土木技術管理士 

（２） 前号以外の者のうち、前号アからエまでのいずれかに該当する者若しくは実務

経験を有する者（コンサルタント会社に１２年以上在籍し、４年以上の実務経験

を確認できる者。）を１名以上有する者をＢに格付けする。 

４ 補償コンサルタント業者の格付は、補償コンサルタント登録規程（昭和５９年９月２

１日建設省告示第１３４１号）により、複数部門の登録を受けている者を当該部門毎に

Ａに格付する。 

５ 地質調査業者の格付は、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第

７１８号）による登録を受けている者をＡに格付する。 

 

（等級格付の基準の確認） 

第４条 前２条に規定する等級格付に係わる有資格技術者数等の確認は、次のとおり行う

ものとする。 

（１） 建設業者の等級格付基準の確認は、毎年５月１日を基準日として行うものとす

る。 

（２） 建設コンサルタント業務等の等級格付基準の確認は、毎年４月３０日、７月３

１日、１０月３１日、１月３１日を基準日として行い、それぞれ６月１日、９月

１日、１２月１日、３月１日に適用するものとする。 

２ 前項における有資格技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とする。この場

合において、恒常的な雇用関係とは、前項に定める基準日時点で、継続して３ヶ月以上

の雇用関係を有するものとする。 

 

附 則 

この基準は、平成１７年５月２日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成１７年８月１２日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この運用基準の施行の日の前日までに実施された行為は、この運用基準による改正前

の等級格付及び指名の基準に関する運用基準の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

附 則 

この基準は、平成１７年１１月１１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２７年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 


